
 

 

津福地区市営住宅等再整備事業 PFI 実施検討業務 

仕様書 

 

 

１ 業務目的 

津福地区に位置する津福団地、津福今町住宅及び松院寺住宅について、これまで民間活

力の導入による集約建替え及び跡地活用の検討を進めてきた。 

本業務は、実施方針案や要求水準書案等の作成及び VFM や予定価格の算定等、PFI 手法

による事業推進に向けた検討・支援を行うことを目的とする。 

 

２ 事業の方向性 

津福地区に位置する津福団地、津福今町住宅及び松院寺住宅は、施設の老朽化等の課題

が生じており、3団地の集約建替を検討してきた。これまで、令和 2 年度に「津福地区市

営住宅等再整備事業基本構想」を策定したのち、令和 3年度に「津福地区市営住宅等再整

備民間活力導入可能性調査及び基本計画策定業務」を実施した。 

その結果を踏まえ、PFI 手法による事業化を想定しているが、昨今の社会情勢による物

価高騰の影響等により、事業実施の時期については検討中である。 

本業務は、実施方針案や要求水準書案等の作成及びVFMや予定価格の算定等、専門的な

見地から事業推進に向けた検討・支援を行うものである。 

 

３ 業務の対象 

   本業務の検討対象地は下記のとおりとする。 

（１）津福
つ ぶ く

今
いま

町
まち

住 宅
じゅうたく

 【３団地の集約建替予定地】 

   所在地   久留米市津福今町２９２－１ 

   敷地面積  ８，９６８㎡ 

   区域区分  第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 

   建ぺい率  60％、80％（近商）   容積率 200％ 

   建設年次  昭和４７年、４８年 

   住棟    鉄筋コンクリート造５階建 ４棟（管理戸数１３０戸） 

※３団地集約後の戸数は２６０戸程度を想定 

 

（２）津福
つ ぶ く

団地
だ ん ち

 【津福今町住宅へ集約後、跡地を民間活用】 

   所在地   久留米市津福本町１６８３－２ 

   敷地面積  ２０，７５３㎡ 

   区域区分  第一種中高層住居専用地域 

   建ぺい率  60％   容積率 200％ 

   建設年次  昭和４０年～４３年 

   住棟    鉄筋コンクリート造４階建 ７棟（管理戸数１６８戸） 

         コンクリートブロック造２階建 ３棟（管理戸数２０戸） 

         コンクリートブロック造平家建 １棟（管理戸数５戸） 

 

別紙 



 

（３）松院寺
しょういんじ

住 宅
じゅうたく

 【津福今町住宅へ集約後、跡地を民間活用（一部 保留地予定）】 

   所在地   久留米市津福本町１６５０－３ 

   敷地面積  １１，４５９㎡ 

   区域区分  第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域 

   建ぺい率  60％   容積率 200％ 

   建設年次  昭和５１年～５３年 

   住棟    鉄筋コンクリート造５階建 ５棟（管理戸数１３０戸） 

 

４ 業務の内容 

（１）実施方針等の作成に係る支援 

①実施方針（案）の作成 

「津福地区市営住宅等再整備事業民間活力導入可能性調査及び基本計画策定業務」の結

果に基づき、本事業の事業概要、スケジュール、事業者の参加資格要件及び事業実施の

課題等を整理し、対応策を検討したうえで、ＰＦＩ法第５条第２項の各号に規定する内

容について明記した実施方針（案）を作成する。 
 

②要求水準書（案）の作成 

市営住宅の施設整備、維持管理、運営、移転支援及び跡地の有効活用に関する要求事項

について、民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を最大限に発揮できるような要求水準書

（案）を作成する。 

 

（２）特定事業の評価・選定に係る支援 

①前提条件の整理 

特定事業の評価・選定のための前提条件の整理を行う。 
 

②ＰＳＣの算定 

本事業を本市が自ら実施する場合の事業期間全体を通じての財政負担の見込額の算定を

行う。 
 

③ＰＦＩＬＣＣの算定 

ＰＦＩ方式で実施した場合における事業期間全体を通じた本市の財政負担額の算定を行

う。 
 

④ＶＦＭの算定・評価 

ＰＳＣ、ＰＦＩＬＣＣ の算定結果を基に、事業期間を通じた本市の財政負担額の低減

を明らかにし、その結果の評価を行う。 
 

⑤特定事業公表に係る資料の作成支援 

ＶＦＭの定量的評価、定性的評価を行った上で、特定事業選定に関する公表準備のため

資料の作成を行う。 
 

⑥予定価格の算定支援 

特定事業の算定結果をもとに予定価格の算定を支援する。 

 

※以上の算定については、「津福地区市営住宅等再整備事業民間活力導入可能性調査及び

基本計画策定業務」で算定した事業費を時点修正（物価変動や太陽光設備等の追加事業

の加算等）し、再検証するものとする。 

 



 

（３）その他業務に係る支援等 

  ①協議資料の作成支援 

関係機関等との協議用資料の作成を支援する。 
 

②検討結果の整理・とりまとめ 
 

５ 打合せ協議 

  打合せ協議は、業務着手時１回、中間時１回程度、成果品取りまとめ後１回を想定する。

なお、本業務の内容に疑義が生じた場合は、適宜打合せ・協議を行う。 
 

６ 資料の貸与 

   委託者は、本業務に必要と認められる関係資料等を受託者に貸与するものとするが、受託

者はその資料について、破損、滅失、盗難等の事故がないように十分注意し、慎重に取扱う

ものとする。また、本業務の完了後それらを直ちに返却しなければならない。 
 

７ 成果物の納品 

・業務報告書（Ａ４版 ３部） 

・業務報告書概要版（Ａ４版 ５部） 

・上記報告書のデータ（CD-R 等市が指定する媒体） １部 

・その他、久留米市が求める資料 
 

８ 注意事項 

・本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか関係法令、規則等を遵守すること。 

・委託業務の実施にあたっては、事前に委託者と十分協議し、調査を行うこと。 

・委託業務を遂行する上で必要となる一切の経費は、受託者が負担すること。 

・成果品の管理及び帰属は久留米市とする。受託者は久留米市の許可なく成果品を公表及

び貸与してはならない。また、関係機関から提供を受けた資料については、管理、保管

を十分に行うとともに、情報の外部への漏えいについては十分注意すること。 
 

９ 損害賠償責任 

受託者は、本委託業務の履行の結果、受託者の責めに帰すべき理由により、久留米市に対

し、損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。 
 

１０ 暴力団排除 

受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

・暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を久留米市に報告す

るとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

・暴力団等から不当要求による被害を受けた場合は、その旨を久留米市に報告するととも

に、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

・排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに

久留米市と工程に関する協議を行うこと。 
 

１１ 業務期間 

契約締結日の翌日から令和６年１月３１日（水）まで 
 

１２ その他 

この仕様書に記載されていない事項は、久留米市と受託者の協議により決定する。 



 

 

 

松院寺住宅

津福団地

津福今町住宅

西鉄試験場前駅 

至 久留米駅

至 荒木駅

J
R

鹿
児
島
本
線

 

津福公園
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■検討対象地 付近見取図 
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